
   鳥羽市ホームページ広告掲載取扱要領 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、鳥羽市ホームページ（以下「市ホームページ」という。）への広

告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

(広告の種類) 

第 2 条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。 

 (掲載可能な広告等の範囲) 

第 3 条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。 

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

(2) 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの 

(3) 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれのあるもの 

(4) 他人を誹謗、中傷若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの 

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの 

(6) その他掲載することが適当でないと認めるもの 

2  次に掲げる業種及び事業者の広告は掲載しない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業及びそ

れに類似するもの 

(2) 貸金業の規制等に関する法律に規定する貸金業のうち、専ら消費者金融業及び

事業者金融業を営むもの 

(3) ギャンブルに関するもの。ただし、公営競技及び公営くじを除く 

(4) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの 

(5) 投資顧問業、抵当証券業、商品先物取引業、金融先物取引業など、利殖を目的

とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行うもの 

(6) 各種法令に違反しているもの 

(7) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

(8) 本市から指名停止措置を受けているもの 

(9) 暴力団員がその経営に実質的に関与しているもの、暴力団の威圧又は暴力団員

を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与し

ているもの 

(10)その他本市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのあ

るもの 

3   広告主は、広告原稿について次に掲げる事項を遵守するものとする。 



(1) 文字色と背景色の明度差（コントラスト）を十分確保するとともに、文字背景

に画像又は写真を使用する場合は、文字の周囲を縁取る等、文字を読みやすく

する処理を行うこと。 

(2) 文字、イラスト等の解像度については、適切な処理を行うこと。 

4   広告原稿について次に掲げる表現は禁止する。 

(1) 「閉じる」、「はい」、「いいえ」、「キャンセル」等、操作手順を模した表現 

(2) アラートマークを模した表現 

(3) テキストボックスを模した表現 

(4) 市の実施する事業名に類似した表現 

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者の意に反した動きをする表現又は利用者に

誤解を与え、若しくは誤解を与える恐れのある表現 

(広告の掲載位置) 

第 4 条 広告を掲載する位置は、市ホームページのくらしの情報トップページで市長が

指定した位置とする。 

(広告の掲載期間) 

第 5 条 広告を掲載する期間は、1 か月を 1 単位とし、最長 12 単位（12 か月）とする。

ただし、年度を超えることはできない。 

2 広告掲載の開始日及び終了日は別に市長が定める。 

3 広告掲載期間内に、市の都合で市ホームページを閉鎖した場合、その閉鎖時間に応じ、

次のとおり掲載期間を延長する。 

    
閉鎖した時間 延長する日数 

 
72 時間以上 96 時間以内 3 日 

 
96 時間以上 閉鎖日数+1 日 

 

(広告の枠数、規格及び掲載料) 

第 6 条 掲載する広告の枠数は、最大 10 枠とする。 

2 1 枠あたりの広告の規格及び掲載料は、次のとおりとする 

規格 掲載料 

大きさ    縦 50 ピクセル 

  横 170 ピクセル 

データ量   5KB 以内 

データ形式  GIF 形式又は JPEG 形式 

1 単位 5,000 円 

3 広告主は、広告掲載料を市長の指定する期日までに、原則として一括前納するものと



する。 

 (広告掲載希望者の募集) 

第 7 条 広告掲載希望者の募集は、広報とば及び市ホームページにより行うものとする。 

2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うことがで

きるものとする。 

3 市長は、募集を行うにあたって、広告主となり得る者に対し、広告掲載の案内をする

ことができる。 

（広告掲載の申し込み） 

第 8 条 申込者は、ホームページ広告掲載申込書を市長に提出するものとする。 

(広告掲載の決定) 

第 9 条 市長は第 3 条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。 

2 広告掲載希望者が募集した枠数を超えるときは、掲載希望単位が多い者を優先する。 

3 前項の規定によっても、広告掲載希望者が募集した枠数を超えるときは、早期に申し

込みを行い、採択されたものから掲載することとする。 

(広告原稿の作成及び提出) 

第 10 条 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。 

2 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに指定する場所に提出するものとする。  

(広告内容等の変更) 

第 11 条 広告主は、1 単位ごとに広告の内容又はリンク先を変更することができる。 

2 広告主は、前項の規定により広告の内容又はリンク先を変更しようとするときは、原

則として変更しようとする月の前月 5 日までに広告原稿を提出し、市長の承認を得るも

のとする。 

3 市長は、広告内容等が法令に違反している、若しくはそのおそれがあるとき、又はこ

の要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求

めることができる。 

(広告主の責務) 

第 12 条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広

告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。 

2 広告主は、広告の掲載に関し、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者

に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。 

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担に

おいてこれを解決しなければならない。 

4 広告主は、第 8 条の規定により決定を受けた市ホームページへの広告の掲載の権利を、



他に譲渡してはならない。 

 (その他) 

第 12 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 23 年 7 月 1 日から施行する。 

 


